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１ 木 薬物乱用防止教室６  １ 日   

２ 金 安全指導  ２ 月   

３ 土   ３ 火   

４ 日   ４ 水 閉庁日  

５ 月 
月曜朝会１・６ 

委員会活動⑧ 
 ５ 木 

  

６ 火 オーケストラ鑑賞教室６  ６ 金   

７ 水 午前授業  ７ 土 冬季休業日終  

８ 木 個人面談(B時程５時間授業)  ８ 日   

９ 金 
交通安全教室５ 

個人面談(B時程５時間授業) 

 
９ 月 

成人の日  

10 土  
 

10 火 
午前授業 安全指導 

冬休み明け朝会 

 

11 日  
 

11 水 
給食始 委員会活動⑨ 

独自学力調査１２３４５６ 

 

12 月 
月曜朝会３・４ 避難訓練 

個人面談(B時程５時間授業) 

 
12 木 

  

13 火 
色覚検査４ 

個人面談(B時程５時間授業) 
 13 金 

  

14 水   14 土 学校公開（校内書き初め展）  ○ 

15 木 個人面談(B時程５時間授業)  15 日   

16 金 個人面談(B時程５時間授業)  16 月 学校公開（校内書き初め展）  ○ 

17 土 

土曜授業⑧ ぐんのび④ 

平和集会  

いじめ防止対策協議会 

○ 17 火 

避難訓練  

18 日   18 水   

19 月 
月曜朝会２・５ 

クラブ活動⑦ 

 
19 木 

校内書き初め展終 

社会科見学３ 

 

20 火 
交通安全教室６ 

わくわく音楽道３・４ 
 20 金 

  

21 水   21 土   

22 木 給食終 大掃除  22 日   

23 金 冬休み前朝会 午前授業  23 月 クラブ活動⑧  

24 土   24 火   

25 日  

 

25 水 

墨田区教育委員会研究

協力校発表会 

午前授業 

 

26 月 冬季休業日始  26 木   

27 火 閉庁日  27 金   

28 水 閉庁日  28 土   

29 木   29 日   

30 金   30 月 巡回心理士来校日  

３１ 土   ３１ 火   

平和集会に向けて 
ボランティア委員会  河野 智祐 

  ボランティア委員会では、東京都慰霊堂がある

この地域だからこそできる「平和への願い」を大

切にして、平和集会に向けた準備を進めてきまし

た。 

関東大震災と太平洋戦争中の東京大空襲につ

いて資料を集め、調べたことを発表します。 

集会を通して、子供たちの手で、震災、戦災の

記憶を後世に伝えられるようにしたいと思います。 

３年生の学習について 
３年担任 藤田 尚海 

３年生は、総合的な学習の時間に墨田区につ

いて学んでいます。墨田区内の施設や公園、お寺

や神社などについて、せんだんの郷土資料コーナ

ーやインターネットを活用して調べ学習に取り組

んでいます。先日は、地域で工場を営んでいらっ

しゃる方をゲストティーチャーとしてお招きし、工場

の歴史や内部の様子、製造過程や完成品につい

てお話いただく機会がありました。子供たちは、目

を輝かせてお話に聞き入り、熱心にメモを取って

いました。１月には、社会科見学で、区内の施設を

巡る予定です。学習を通して、墨田区に関する知

識を深め、地域に愛着を感じてくれることを願って

います。 

  

スクールカウンセラー来校日（１２月） 

小川先生 水曜日 ７日、１４日、２１日 

横山先生 金曜日 ２日、９日、16日 

ひとつばた子広場（１２月）  1１日、１８日 

○は保護者参加可能日です。 

＊諸事情により、日程が変更になる場合があります。 

１１月の生活目標 
みんなで使うものを大切にしよう 

 

   

いじめ防止対策協議会について 
生活指導主任 佐藤 優 

本校では、9月にいじめ防止対策協議会（保護

者対象行事）を予定していましたが、新型コロナ

ウィルスの感染拡大防止もあり、協議会を延期さ

せていただきました。そのため、延期されていた協

議会を12月17日（土）に実施いたします。今回は

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、人数

制限を図り、5年生児童とその保護者（他学年の

保護者でも参加は可能です。）を対象とした授業

及び協議会といたします。ご理解ご協力をよろしく

お願いいたします。 

協議会では、いじめ問題について同一テーマに

基づいた話合いを行い、いじめ問題が起きた際、

傍観者にならず正しい行動をとることがいじめの

未然防止に必要であることを理解します。 

 


